
阿賀野市条例第１２号 

   阿賀野市準用河川流水占用料等徴収条例の一部を改正する条例 

 阿賀野市準用河川流水占用料等徴収条例（平成２８年阿賀野市条例第４３号）の一部

を次のように改正する。 

 別表流水占用料の部鉱工業用水水利使用の項中「４４，２５０」を「４５，１６０」

に改め、同部その他の水利使用の項中「６，７１０」を「６，８５０」に改め、同表河

川産出物採取料の部土石採取料の款長径８センチメートル以上３０センチメートル未

満のものの項中「１５５」を「２００」に改め、同款長径３０センチメートル以上４５

センチメートル未満のものの項中「６０」を「７５」に改め、同款長径４５センチメー

トル以上６０センチメートル未満のものの項中「１１５」を「１５０」に改め、同款長

径６０センチメートル以上９０センチメートル未満のものの項中「３，５３０」を「４，

５００」に改め、同款長径９０センチメートル以上１２０センチメートル未満のものの

項中「７，０６０」を「９，０１５」に改め、同款長径１２０センチメートル以上のも

のの項中「７，０６０円」を「９，０１５円」に、「７０６円」を「９０１円」に改め、

同款砂利の項中「１７５」を「２２０」に改め、同款掻込砂利の項中「掻込砂利」を「か

き込み砂利」に、「１５５」を「２００」に改め、同款土砂の項中「１３５」を「１７

０」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の阿賀野市準用河川流水占用料等徴収条例別表の規定は、この条例の施行の

日（以下「施行日」という。）以後における占用等に係る流水占用料等について適用し、

施行日前における占用等に係る流水占用料等については、なお従前の例による。 

 

 

 


